
中⼩企業者等が機械等を取得した場合の特別償却⼜は法⼈税額の特別控除

（出所）財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」 より推計

対象税目：所得税、法人税（国税）

（出所）財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」

① 措置を講じる
背景・課題
（政策目的）

○中小企業者等は地域の経済や雇用を支え、我が国経済全体を発展させる重要な役割を担っている。成長の底上げに向けて中小企業者等の設備投資を促進する。

当該措置の政策体系
における位置づけ

○７．中小企業の発展
（経済産業省政策評価基本計画（令和8年度～12年度）https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/kihon-
keikaku/R8_R12seisakuhyoukakihonkeikaku.pdf ）

② 現行制度の概要

根拠条文：租税特別措置法第10条の３、第42条の６、第52条の２
創設年度：平成10年度
適用期限：令和９年３月末
事前事後の計画認定・報告の有無：【事前：無】 【事後：無】
※中小企業庁「中小企業実態基本調査」等で決算(売上高、営業費用、資産及び負債・純資産等)、企業全体の事業別売上高割合、設備投資の状況等を調査。

○中小企業者等が一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30％の特別償却又は７％の税額控除（資本金の額等が3,000万円
以下の中小企業者等に限る）の選択適用を認める措置。

減収額
年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

金額（億円） 501 463 515 566 ー

③ アクティビティ

○中小企業者等の生産性を高める設備投資の活発化・加速化を促し、中小企業の経済活動の活性化を図る。

〇中小企業者等が行う設備投資関連の他の税制としては、中小企業経営強化税制がある。中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法における「経営力向
上計画」の認定を受け、生産性の高い設備等を導入した場合に、より効果の高い税制措置（即時償却又は取得価格の10%の税額控除（資本金3,000万円超の
場合は７%））が受けられるもの。

〇本措置では、中小企業者等の投資を幅広く促進するため、機械装置、検査工具・測定工具、ソフトウエア、普通貨物自動車、内航船舶を取得する場合（内航船舶
以外はファイナンス・リースも含む）に適用を可能とする一方、取得価額要件（一定金額以上の設備投資を対象）の設定や、一部の資産について一定スペック以上のも
のに範囲を限定することにより、事業の高度化等に資する設備投資に限定して措置を行うべく、制度設計がなされている。

④ アウトプット

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

件数 51,857 50,593 52,033 54,478 ー

適用額（億円）
特別償却：1,934
税額控除：186

特別償却：1,814
税額控除：189

特別償却：1,914
税額控除：211

特別償却：1,987
税額控除：239

ー

https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/kihon-keikaku/R8_R12seisakuhyoukakihonkeikaku.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/kihon-keikaku/R8_R12seisakuhyoukakihonkeikaku.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/kihon-keikaku/R8_R12seisakuhyoukakihonkeikaku.pdf


アウトプットから短期アウトカムへ
の効果発現経路

○本措置で中小企業者等による幅広い設備投資を促進し、税制適用者の資本装備率を向上させる。

⑤ 短期アウトカム

○資本装備率の向上（税制適用者のみ）
指標：資本装備率
目標値：税制適用の直前期（令和６年度）と比較して、税制適用を受けたいずれかの年度単年で51.0％向上
対象期間：令和７年度から２年間

短期アウトカムから中期アウトカ
ムへの効果発現経路

○中小企業者等の資本装備率及び資本生産性を高め、労働生産性を向上させる。（資本装備率×資本生産性＝労働生産性）

⑥ 中期アウトカム

○労働生産性全体の向上（中小企業者等全体を対象）
指標：中小企業者等全体の労働生産性
目標値：直前期（令和７年度）と比較して9.0％向上
対象期間：令和８年度から３年間

中期アウトカムから長期アウトカ
ムへの効果発現経路

○中小企業者等の資本装備率及び資本生産性を高め、労働生産性を向上させる。（資本装備率×資本生産性＝労働生産性）

⑦ 長期アウトカム

○労働生産性全体の向上（中小企業者等全体を対象）
指標：労働生産性
目標値：直前期（令和７年度）と比較して15.0％向上
対象期間：令和８年度から５年間

分析に利用するデータ 選定理由（政府統計等でない場合、回収率・対象件数等）

中小企業庁「中小企業実態基本調査」 中小企業者等のうち税制適用者を対象に資本装備率を分析するため。

○アウトカムに対する効果分析

●分析手法：本措置の適用事業者と非適用事業者の資本装備率の伸び率を比較
選定理由：同程度の設備投資を実施した中小企業の内、本措置の適用事業者・非適用事業者の資本装備率の差を比較することで、本措置の政策効

果を推定することが可能なため。



アウトカム

資本装備率の達成状況
（短期アウトカム）

労働生産性の達成状況
（中期・長期アウトカム）

23.0% 23.0%

税制適用者

（２カ年平均）

目標値

（1年間）

4.8%

9.0%

15.0%

税制適用者

（２カ年平均）

目標値

（３年間）

目標値

（５年間）

（出所）中小企業庁「中小企業実態基本調査」より作成。
※１ 資本装備率＝有形固定資産／従業員数
※２ 労働生産性＝付加価値額／従業員数
※３ 付加価値額＝営業利益＋人件費＋支払利息等＋賃借費＋租税公課
※４ 資本装備率の向上率は、令和５年度に中小企業投資促進税制を適用した者の資本装備率の総数について前年度からの向上率を算出し、同様に令

和４年度の向上率を算出して、その２カ年平均としている。（令和５年度：N=332、令和４年度：N=375）
※５ 労働生産性の向上率は※４の資本装備率の向上率と同様の方法で算出している。（令和５年度：N=332、令和４年度：N=375）

中期アウトカム目標値
（R8年度～R10年度

（3年間））

長期アウトカム目標値
（R8年度～R12年度

（5年間））



税制適用者と税制非適用者における
資本装備率の向上率

（出所）中小企業庁「中小企業実態基本調査」より作成。
※１ 資本装備率＝有形固定資産／従業員数
※２ 税制適用者は、令和５年度に中小企業投資促進税制を適用した者の資本装備率の総数について前年度からの向上率を算出し、同様に令和４年度

の向上率を算出して、その２カ年平均としている。（令和５年度：N=332、令和４年度：N=375）
※３ 税制非適用者は、令和５年度に中小企業投資促進税制を適用した者の売上高の第１四分位数と第３四分位数を算出し、その第１四分位数と第

３四分位数の間の売上高レンジに属する企業群のうち、令和５年度に設備投資を実施し、且つ税制を適用しなかった者と仮定して、その資本装備率の
総数について前年度からの向上率を算出している。（N=1,198）

10.1%

23.0%

税制非適用者 税制適用者

税制適用者と非適用者の比較



○評価等

① 各アウトカムの
達成状況

短期 中期 長期

○今般新たに目標値（令和７年度又は令和８年度
のいずれかの１年間で資本装備率23.0％向上）を
策定。

○今般新たに中小企業庁KPIの目標値（令和８年
度から３年間で労働生産性9.0％向上）を策定。

○今般新たに中小企業庁KPIの目標値（令和８年
度から５年間で労働生産性15.0％向上）を策定。

② 達成できていない
場合の要因

短期 中期 長期

○税制適用者の令和４年度及び令和５年度の２カ
年平均で単年23.0％向上している状況。

○税制適用者の令和４年度及び令和５年度の２カ
年平均で4.8％向上している状況。
なお、第44回中小企業政策審議会（令和6年3月
27日）の資料によれば、中小企業者等全体における
労働生産性は、令和2年度比4年間（令和6年度ま
で）で12.7％向上しており、年平均約３％向上して
いることを踏まえ、令和8年度以降も上昇傾向が見込
まれる。

○税制適用者の令和４年度及び令和５年度の２カ
年平均で4.8％向上している状況。
なお、第44回中小企業政策審議会（令和6年3月
27日）の資料によれば、中小企業者等全体における
労働生産性は、令和2年度比4年間（令和6年度ま
で）で12.7％向上しており、年平均約３％向上して
いることを踏まえ、令和8年度以降も上昇傾向が見込
まれる。

③ 政策効果等
○同程度の設備投資を実施した中小企業の、令和４年度及び令和５年度の２カ年平均での資本装備率の伸び率を算出し、税制適用者と非適用者を比較すると、
税制適用者は23.0％向上していたのに対し、非適用者は10.1%に留まった。税制適用者の資本装備率は、非適用者よりも高くなっており、一定効果があった。

④ 租税特別措置等
以外の手段と比較
した場合の相当性

○本措置では、中小企業者等の投資を幅広く促進するため、機械装置、検査工具・測定工具、ソフトウエア、普通貨物自動車、内航船舶を取得する場合（内航船舶
以外はファイナンス・リースも含む）に適用を可能とする一方、取得価額要件（一定金額以上の設備投資を対象）の設定や、一部の資産について一定スペック以上のも
のに範囲を限定することにより、事業の高度化等に資する設備投資に限定して措置を行うべく、制度設計がなされており、政策目的を達成するためには税制により措置す
ることが妥当である。

主担当部局 ：中小企業庁 事業環境部 財務課
共管担当部局 ：総務省情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課、農林水産省大臣官房新事

業・食品産業部企画グループ、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課、国土交通省海事局内航課

⑤ 見直しの方向性
○中小企業の付加価値労働生産性の成長率目標を、令和８年度から３年で９％向上、５年で15%向上とすべく、 ５年間を重点期間と位置づけ中小企業関連税
制の政策効果を高める観点からメリハリをつけた見直しを行う。
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